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 number196  2023 | SHII-NO-KI

  2目黒区内小学生の作品    　　 税金で　住みやすいまち　つくろうよ 　　

第
13
回
通
常
総
会 

開
催

第
13
回
通
常
総
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
第
５
類
に
移
行
し
た
こ
と

で
、
久
し
ぶ
り
に
会
員
の
皆
様
方
の
ご
参

加
、
目
黒
税
務
署
、
東
京
都
目
黒
都
税
事
務

所
を
は
じ
め
、
税
務
行
政
協
力
団
体
、
経
済

団
体
、
警
察
署
、
消
防
署
等
の
ご
来
賓
の
ご

臨
席
を
い
た
だ
き
、
６
月
８
日
（
木
）
ホ
テ

ル
雅
叙
園
東
京
に
て
、
法
令
に
従
い
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

次
の
報
告
事
項
並
び
に
審
議
事
項
３
議

案
が
上
程
さ
れ
い
ず
れ
も
承
認
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

［
報
告
事
項
］

令
和
５
年
度
事
業
計
画
書
並
び
に
収
支
予

算
書
に
つ
い
て

［
審
議
事
項
］

第
１
号
議
案� �

令
和
４
年
度
事
業
報
告
承
認

の
件

第
２
号
議
案� �

令
和
４
年
度
収
支
決
算
報
告

承
認
の
件
並
び
に
監
査
報
告

承
認
の
件

第
３
号
議
案� �

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
正

の
件

　

会　

長	

神　

山　
　
　

昭

　

副
会
長	

和
泉
田　
　
　

勲

	

須　

賀　

信　

之

	

折　

田　

清　

一

	

鏑　

木　

敏　

嗣

	

谷　

口　

裕　

明

	

後　

藤　

栄　

太

	
堀　

切　

克　

俊

　

理　

事	
濱　

田　

洋　

右

	
小　

川　

加
津
代

	

砂　

村　

雅　

則

	

森　

銅　

真
喜
子
	

阿　

部　
　
　

豊
	

大　

澤　
　
　

進
	

木　

村　

吉　

伸

	

石　

田　

浩　

嗣

	

濵　

副　

正　

保

	

小　

幡　

純　

也

	

落　

合　

雅　

子

	

高　

桑　

昌　

彦

	

川　

野　
　
　

繁

	

倉　

方　

基　

弘

	

増　

田　

光　

輝

	

鈴　

木　

岳　

史

	

澤　

田　

大　

仁

	

松　

尾　

勇　

貴

	

宮　

原　

ひ
と
み

	

岡　

部　

晴　

峰

　

監　

事	

竹　

内　

良　

信

	

下　

川　

徳　

雄

令
和
５
年
度
事
業
の
重
点
項
目

Ⅰ
．
令
和
５
年
度
基
本
方
針

公
益
法
人
と
し
て
、
目
黒
法
人
会
自
ら

の
自
治
に
よ
り
自
己
の
責
任
に
お
い
て
管

理
・
運
営
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
益
財
団
法
人
全
国
法
人
会
総
連
合
が
制

定
し
た
法
人
会
の
「
法
人
自
治
」
及
び
「
自

己
責
任
」
の
原
則
に
基
づ
き
、
広
く
社
会
に

目
を
向
け
て
、
「
法
人
会
の
基
本
的
指
針
」

に
則
り
、
納
税
意
識
の
向
上
、
会
員
企
業
の

研
鑽
、
地
域
社
会
へ
の
公
益
貢
献
を
図
り
、

公
益
法
人
と
し
て
の
使
命
を
達
成
す
る
た

め
、
一
体
と
な
っ
て
組
織
的
な
事
業
活
動
を

展
開
す
る
。

ま
た
、
目
黒
法
人
会
の
目
的
・
使
命
を
達

成
す
る
た
め
、
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

ウ
イ
ズ
コ
ロ
ナ
・
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
感
染

予
防
に
適
切
な
対
応
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、

法
人
会
の
原
点
で
あ
る
「
税
」
に
関
す
る
活

動
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
、
行
政
と
連
携
し

た
公
益
性
の
高
い
事
業
展
開
に
努
め
る
と

と
も
に
、
目
黒
法
人
会
活
動
の
更
な
る
活
性

化
の
た
め
に
、
会
員
勧
奨
及
び
会
財
政
の
健

全
化
へ
の
対
応
に
一
層
力
を
注
ぎ
、
地
域
の

発
展
と
活
気
溢
れ
信
頼
さ
れ
る
目
黒
法
人

会
の
確
立
を
め
ざ
す
た
め
に
、
以
下
に
掲
げ

る
諸
施
策
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

Ⅱ
．
主
な
事
業
計
画

１
．
納
税
意
識
の
向
上
と
税
知
識
の
普
及
に

資
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進

公
益
法
人
と
し
、
広
く
一
般
の
企
業
や

市
民
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、
納
税
意
識
の

向
上
と
税
知
識
の
普
及
に
資
す
る
た
め
の

施
策
を
講
じ
る
。
こ
の
た
め
、
コ
ロ
ナ
禍
の

よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
税
制
関
連
の
研

修
・
セ
ミ
ナ
ー
等
が
開
催
で
き
る
よ
う
、
オ

ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
、
動
画
コ
ン
テ
ン
ツ
を

は
じ
め
、
w
ｅ
ｂ
対
応
を
前
提
と
し
た
税
関

連
コ
ン
テ
ン
ツ
を
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
り
、

会
員
及
び
一
般
の
企
業
や
市
民
に
対
す
る

適
切
な
広
報
を
実
施
す
る
。
電
子
申
告
制
度

を
は
じ
め
、
特
に
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
周
知
に
関
し
引
き
続
き
注
力
し
て
い
く

と
と
も
に
、
電
子
帳
簿
保
存
法
対
応
や
電
子

取
引
等
に
資
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
充
実
を

図
り
、
広
く
提
供
す
る
こ
と
で
各
制
度
の
普

及
に
努
め
て
い
く
。

ま
た
、
将
来
を
担
う
小
中
学
校
の
生
徒

等
に
対
す
る
租
税
教
育
活
動
の
充
実
に
努

め
る
ほ
か
、
「
税
を
考
え
る
週
間
」
に
お
け

る
協
賛
行
事
等
を
積
極
的
に
実
施
す
る
と

と
も
に
、
税
務
当
局
及
び
税
務
関
連
団
体
等

と
も
連
携
し
な
が
ら
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
前
提

と
し
た
納
税
環
境
の
整
備
（
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
及

び
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
一
層
の
利
用
率
向
上
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
周
知
等
）
、
自
主
点
検

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
の
普
及
拡
大
に
努
め
る
。

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
納
税
者
と
税

務
当
局
の
間
の
相
互
信
頼
・
理
解
の
醸
成
に

努
め
、
広
く
税
務
知
識
の
普
及
を
通
じ
て
納

税
道
義
の
高
揚
を
図
り
、
公
正
な
税
制
と
円
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滑
な
税
務
行
政
の
執
行
に
寄
与
す
る
。

さ
ら
に
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
普

及
の
た
め
に
、
電
子
申
告
の
意
義
の
重
要
性

を
訴
え
、
会
員
企
業
１
０
０
％
を
目
標
に
、

よ
り
一
層
の
利
用
率
向
上
に
努
め
る
。

２
．
税
制
に
関
す
る
調
査
研
究
と
要
望
活
動

の
推
進

健
全
な
納
税
者
団
体
と
し
て
、
中
小
企

業
の
租
税
負
担
の
軽
減
と
合
理
・
簡
素
化
及

び
適
正
な
税
制
確
立
の
た
め
、
会
員
の
要
望

意
見
を
徴
す
る
と
と
も
に
、
税
制
等
の
調

査
・
研
究
を
行
い
、
会
員
に
周
知
す
る
と
と

も
に
、
税
制
（
使
途
問
題
を
含
む
）
に
関
す

る
会
員
の
意
見
を
集
約
し
、
そ
の
意
見
が
税

制
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
機
関
に
対
し

要
望
活
動
を
展
開
す
る
。
意
見
の
集
約
に
あ

た
っ
て
は
、
国
税
と
と
も
に
地
方
税
に
関
す

る
要
望
等
に
つ
い
て
も
会
員
の
ニ
ー
ズ
の

把
握
に
努
め
る
。

３
．
組
織
の
充
実
・
強
化

組
織
の
基
盤
強
化
を
図
る
た
め
、
組
織
・

厚
生
合
同
委
員
会
の
開
催
な
ど
厚
生
共
益

事
業
委
員
会
と
の
連
携
を
は
じ
め
他
の
委

員
会
、
部
会
、
支
部
と
も
会
員
勧
奨
に
関
す

る
情
報
を
共
有
し
、
各
種
施
策
の
検
討
を
進

め
る
。
ま
た
、
会
員
勧
奨
増
強
月
間
を
設
け

る
と
と
も
に
、
新
設
法
人
に
対
す
る
公
益
事

業
、
健
康
診
断
等
の
Ｐ
Ｒ
を
主
た
る
目
的
と

し
た
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
発
送
す
る
等

に
加
え
、
会
員
の
退
会
防
止
に
努
め
な
が
ら
、

厚
生
制
度
受
託
会
社
と
も
連
携
し
、
役
員
一

人
一
社
以
上
の
獲
得
を
目
標
に
全
会
一
丸

と
な
っ
た
組
織
的
な
会
員
勧
奨
に
よ
る
会

員
の
増
強
を
図
る
。

さ
ら
に
、
会
員
紹
介
制
度
の
一
層
の
活

用
を
図
り
、
転
出
会
員
の
他
法
人
会
へ
の
継

続
加
入
推
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
一
般
社

団
法
人
東
京
法
人
会
連
合
会
と
連
携
し
て

調
査
部
所
管
法
人
の
勧
奨
を
推
進
す
る
。

４
．
研
修
の
充
実
と
経
営
支
援
活
動
の
推
進

目
黒
法
人
会
の
根
幹
事
業
で
あ
る
税
法
・

税
務
関
係
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
を
は
じ
め
、
企

業
経
営
の
健
全
化
並
び
に
そ
の
向
上
発
展

に
資
す
る
た
め
に
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
強
化
を
積
極
的

に
努
め
る
。
こ
の
た
め
オ
ン
ラ
イ
ン
、
ｗ
ｅ

ｂ
配
信
な
ど
を
積
極
的
に
活
用
す
る
ほ
か
、

他
法
人
会
連
携
に
よ
る
広
域
開
催
な
ど
、
よ

り
効
果
的
で
安
全
な
開
催
方
法
や
コ
ス
ト

に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
外
部
媒
体
も
活
用

し
た
体
系
的
・
連
続
的
な
メ
ニ
ュ
ー
を
構
築

す
る
な
ど
、
研
修
内
容
の
充
実
を
図
る
。

な
お
、
会
員
企
業
に
加
え
て
一
般
の
企

業
・
市
民
に
も
対
象
を
広
げ
、
一
層
公
益
性

を
高
め
る
と
と
も
に
、
参
加
人
員
増
加
に
努

め
る
。

ま
た
、
会
員
企
業
を
取
り
巻
く
経
営
環

境
を
踏
ま
え
、
会
員
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
適

う
会
員
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
し
た
各

種
の
経
営
支
援
事
業
（
会
員
サ
ー
ビ
ス
）
を
、

関
係
委
員
会
、
部
会
、
支
部
と
協
力
し
て
広

く
会
員
、
一
般
に
対
し
て
税
の
啓
発
活
動
、

経
営
支
援
活
動
、
社
会
貢
献
活
動
等
の
推
進

に
努
め
る
。

５
．
広
報
活
動
の
推
進

目
黒
法
人
会
の
知
名
度
の
向
上
、
会
員

へ
の
会
活
動
の
周
知
、
会
員
勧
奨
の
た
め
の

広
報
活
動
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
関
係

委
員
会
、
部
会
、
支
部
と
協
力
し
て
広
く
一

般
に
対
し
て
の
税
の
啓
発
活
動
を
は
じ
め

と
す
る
公
益
性
の
高
い
広
報
の
推
進
に
努

め
る
。

こ
の
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
誌

等
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
、
広
報
誌
「
椎

の
木
」
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
は
一
般
向
け
の

情
報
伝
達
手
段
と
し
て
最
も
迅
速
な
広
報

と
な
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
税
務
を
は
じ

め
、
経
営
・
経
済
情
報
、
法
人
会
活
動
等
掲

載
内
容
の
充
実
を
図
り
、
動
画
配
信
や
活
動

状
況
を
掲
載
す
る
な
ど
従
来
以
上
に
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
た
各
種
広
報
施
策
を

実
施
し
、
法
人
会
の
Ｐ
Ｒ
、
他
法
人
会
と
の

情
報
共
有
に
努
め
、
研
修
、
セ
ミ
ナ
ー
、
イ

ベ
ン
ト
、
租
税
教
育
、
税
に
関
す
る
絵
は
が

き
コ
ン
ク
ー
ル
等
の
公
益
的
な
事
業
に
つ

い
て
は
マ
ス
コ
ミ
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め

の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
活
動
を
積
極
的
に
実
施

す
る
。

さ
ら
に
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
利
用
促
進
ポ
ス

タ
ー
、
節
電
推
進
ポ
ス
タ
ー
な
ど
、
公
共

性
を
有
す
る
も
の
を
中
心
に
掲
示
、
配
布

し
、
事
業
活
動
と
と
も
に
目
黒
法
人
会
を
Ｐ

Ｒ
す
る
な
ど
、
目
黒
法
人
会
に
お
け
る
有
効

な
広
報
活
動
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

法
人
会
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
シ
ス
テ
ム
の

登
録
を
役
員
、
青
年
部
会
員
な
ど
に
働
き
か

け
を
行
い
、
登
録
者
の
増
加
と
ア
ン
ケ
ー
ト

回
答
者
の
増
加
推
進
に
努
め
る
。

６
．
厚
生
共
益
事
業
の
拡
充

企
業
の
存
続
や
従
業
員
の
確
保
の
上
で
、

各
種
福
利
厚
生
制
度
は
必
要
不
可
欠
で
あ

り
、
目
黒
法
人
会
の
財
政
面
に
お
け
る
意

義
を
も
考
慮
し
、
制
度
の
維
持
と
普
及
推
進

を
図
る
。
こ
の
た
め
、
公
益
財
団
法
人
全
国

法
人
会
総
連
合
が
展
開
す
る
新
規
福
利
厚

生
制
度
加
入
企
業
拡
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や

会
員
勧
奨
の
推
進
に
積
極
的
に
協
力
す
る

こ
と
と
し
、
一
般
社
団
法
人
東
京
法
人
会
連

合
会
及
び
協
力
３
社
、
関
係
委
員
会
、
部
会
、

支
部
と
の
連
携
を
強
化
し
福
利
厚
生
制
度

の
拡
大
を
目
指
し
た
推
進
を
図
る
。

令
和
５
年
度
は
、
が
ん
保
険
制
度
が
40

周
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
ア
フ
ラ
ッ
ク
が

行
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
支
援
す
る
他
、
引

き
続
き
、
協
力
３
社
独
自
の
施
策
に
協
力
し
、

推
進
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
の
推
進
策
と
と

も
に
、
役
員
加
入
率
の
向
上
と
役
員
に
よ
る

新
規
加
入
企
業
の
紹
介
を
促
進
し
、
福
利
厚

生
制
度
加
入
企
業
数
の
増
加
を
目
指
す
。

ま
た
、
会
員
企
業
を
取
り
巻
く
経
営
環

境
を
踏
ま
え
、
会
員
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
適
う
、

会
員
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
し
た
共
益

事
業
（
経
営
支
援
サ
ー
ビ
ス
）
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
も
協
力
会

社
と
の
連
携
を
強
化
し
つ
つ
、
発
信
手
段
の

多
様
化
も
推
進
し
て
い
く
。

さ
ら
に
、
目
黒
法
人
会
事
業
推
進
の
た

め
に
は
、
会
員
勧
奨
や
財
政
基
盤
強
化
に
資

す
る
訴
求
力
の
あ
る
厚
生
共
益
事
業
の
構

築
・
充
実
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
厚
生

共
益
事
業
に
関
す
る
情
報
収
集
を
図
り
、
よ

り
効
果
的
な
事
業
に
つ
い
て
検
討
を
進
め

る
。

７
．
公
益
事
業
活
動
の
推
進

目
黒
法
人
会
の
公
益
事
業
活
動
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
税
を
中
心
と
し
て
行
う
こ

と
と
し
、
関
係
委
員
会
、
部
会
、
支
部
等
と

連
携
の
う
え
税
制
に
関
す
る
提
言
や
租
税

教
育
の
充
実
に
努
め
る
。
推
進
に
あ
た
っ
て

は
、
地
域
や
社
会
へ
の
貢
献
が
重
要
な
課
題
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で
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
お
き
、
組
織
力
を
十
分
に
生
か

し
、
関
係
機
関
や
他
の
委
員
会
、
部
会
、
支
部
等
と
連

携
し
つ
つ
、
積
極
的
か
つ
継
続
的
に
活
動
を
実
施
す
る
。

租
税
教
育
に
つ
い
て
は
、
公
益
事
業
委
員
会
、
税
制
税

務
委
員
会
、
青
年
部
会
、
女
性
部
会
の
協
力
の
も
と
、
関

係
機
関
等
と
連
携
し
て
積
極
的
に
推
進
す
る
。

中
小
企
業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
に
向
け

た
自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
企
業
の

健
全
な
発
展
を
目
的
と
し
、
今
後
の
活
動
の
重
要
な
柱

の
ひ
と
つ
に
位
置
付
け
、
利
用
拡
大
に
向
け
更
な
る
推

進
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
を
目
的
に
、
税
制

度
な
ど
も
考
慮
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
環
境
問
題
に
つ
い
て
も
、
地
球
温
暖
化
対
策
や
節
電

対
策
な
ど
に
つ
い
て
会
員
企
業
と
取
り
組
む
こ
と
と
し
、

引
き
続
き
「
地
球
温
暖
化
対
策
報
告
書
」
提
出
の
定
着
・

推
進
を
図
り
、
中
小
規
模
事
業
所
の
自
主
的
な
取
組
み

に
よ
る
温
暖
化
防
止
の
実
現
に
加
え
て
、
企
業
の
コ
ス

ト
削
減
も
図
れ
る
と
い
う
二
つ
の
要
素
と
、
ま
た
、
東

京
都
に
お
い
て
も
環
境
や
省
エ
ネ
に
関
す
る
各
種
支
援

制
度
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
事
業
税
の
減
免
に
も
つ
な

が
る
も
の
で
、
前
年
度
を
上
回
る
提
出
件
数
を
目
指
し
、

提
出
の
意
義
の
Ｐ
Ｒ
等
を
行
い
、
積
極
的
な
推
進
を
図

る
と
と
も
に
、
従
業
員
の
健
康
か
ら
企
業
の
発
展
に
つ

な
が
る
職
場
の
健
康
づ
く
り
支
援
事
業
を
東
京
都
と
連

携
し
て
健
康
ポ
ス
タ
ー
、
健
康
関
連
の
研
修
会
等
の
事

業
案
内
を
は
じ
め
、
健
康
に
関
す
る
情
報
提
供
等
に
取

り
組
む
ほ
か
、
引
き
続
き
新
規
事
業
の
検
討
に
も
取
り

組
み
、
目
黒
法
人
会
に
お
け
る
公
益
事
業
活
動
の
更
な

る
充
実
を
図
る
た
め
の
あ
り
方
や
取
組
み
等
に
つ
い
て

引
き
続
き
検
討
を
行
う
。

８
．
源
泉
部
会
・
青
年
部
会
・
女
性
部
会

活
動
の
充
実

源
泉
部
会
・
青
年
部
会
・
女
性
部
会
の
活
動
を
活
発

に
展
開
し
、
３
部
会
の
さ
ら
な
る
充
実
と
部
会
員
の
研

鑽
を
図
る
と
と
も
に
、
目
黒
法
人
会
活
動
の
担
い
手
と

し
て
目
黒
法
人
会
活
動
の
充
実
と
活
性
化
に
資
す
る
た

め
の
諸
施
策
を
積
極
的
に
講
じ
る
。

特
に
公
益
性
の
高
い
事
業
の
実
施
に
努
め
、
未
来
を

担
う
子
ど
も
た
ち
へ
の
租
税
教
育
、
税
に
関
す
る
絵
は

が
き
コ
ン
ク
ー
ル
を
最
重
要
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
位

置
付
け
、
引
き
継
ぎ
租
税
教
育
、
税
に
関
す
る
絵
は
が

き
コ
ン
ク
ー
ル
活
動
や
環
境
問
題
（
Ｃ
Ｏ
2
削
減
問
題
・

節
電
）
、
健
康
経
営
、
源
泉
税
基
礎
・
実
務
研
修
会
等
を

充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
親
会
等
と
の
連
携
を
図
り
な
が

ら
、
よ
り
効
果
的
な
実
施
運
営
に
努
め
、
引
き
続
き
積

極
的
に
取
り
組
む
。

ま
た
、
新
し
い
取
り
組
み
と
し
て
、
国
及
び
地
方
の

財
政
健
全
化
の
た
め
の
青
年
部
会
に
健
康
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
女
性
部
会
よ
る
食
品
ロ
ス
に
つ
い
て
も
検
討
を
行

う
。

９
．
関
係
外
部
機
関
と
の
連
絡
協
調

目
黒
税
務
署
、
東
京
都
目
黒
都
税
事
務
所
を
は
じ

め
と
し
た
税
務
関
係
諸
官
署
お
よ
び
東
京
税
理
士
会
目

黒
支
部
を
は
じ
め
と
し
た
税
務
関
係
諸
団
体
と
の
連
絡

協
調
は
、
税
に
関
す
る
事
業
を
基
本
と
す
る
法
人
会
に

と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ

り
、
よ
り
一
層
密
に
す
る
よ
う
努
め
る
。

ま
た
、
地
域
社
会
貢
献
活
動
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

地
方
公
共
団
体
お
よ
び
地
域
関
係
諸
団
体
と
の
協
調
に

配
意
す
る
。

10. 

目
黒
法
人
会
体
制
の
整
備

時
代
に
合
っ
た
組
織
運
営
体
制
の
構
築
は
必
須
の
課

題
で
あ
り
、
公
益
法
人
と
し
て
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、

目
黒
法
人
会
の
自
治
及
び
自
己
責
任
の
視
点
か
ら
諸
規

程
・
管
理
体
制
等
所
要
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
他
法

人
会
間
の
連
携
強
化
・
事
務
局
充
実
に
努
め
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
会
員
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
拡

充
、
効
率
的
な
事
務
運
営
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
整
備
を

図
る
と
と
も
に
、
個
人
情
報
管
理
の
徹
底
を
図
る
。

「特養老人ホーム寄贈」雑巾・タオル・布等ご寄付のお願い
　女性部会では社会貢献活動の一環として、毎年特養老人ホーム数か所を訪問して上記の
寄贈を行い、有効使用していただいております。現場ではたくさんの雑巾等が必要ですので、
皆さまに引き続き物品の寄付にご協力いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

女性部会社会貢献活動

上記についてのお問合せ・申し込みは事務局へ
☎ 3712-9588　Fax3712-8829　E-mail:mg_info@tohoren.or.jp

寄付日時 令和 5年12月を予定
場　　所 目黒区特養老人ホーム数か所

募集物品
雑巾・タオル・布等。衛生面を考慮し、未使用のものまたは新品同様で
清潔なもの。

回収方法
ご都合の良いときに、目黒法人会館までお持ちください。
（目黒区中町２－４３－１７　東京都水道局目黒営業所隣り）
大量でなければお電話いただければ受け取りにも伺います。

募集期限 令和 5年11月
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目黒税務署からのお知らせ
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利用できるアプリ （令和５年 6 月１日時点） 

納税できる主な税目 
個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割、 
固定資産税・都市計画税（土地･家屋）、 
固定資産税（償却資産） 
の定期課税分及び随時課税分 

 
１枚あたりの合計金額が 30万円までの納付書 
（バーコードがあるもの）に限ります。 
 

注意事項 
■領収証書は発行されません。 
領収証書が必要な方は、都税事務所・ 
金融機関等の窓口またはコンビニエンスス
トアで納税してください。 
 
■納付手続完了後に、納付を取り消すこと
はできません。 
 
■事前に登録及びチャージをする必要が 
あります。 
※ＰａｙＢ、モバイルレジ及び楽天銀行アプリにつ
いては、お支払になる口座に納税金額をご準備くだ
さい。 
 
■バーコードのない納付書や汚損により 
バーコードが読み取れない納付書は 
お使いいただけません。 
主税局 HP で詳細をご確認の上、 
ご利用ください。 

 💡💡💡💡 いつでもどこでもスマホで簡単に納税ができます。 
 💡💡💡💡 納付書のバーコードを読み取るだけで納税ができます。 
 💡💡💡💡 手数料はかかりません。 

都税がスマホ決済アプリで納付できます 

東京都主税局 
ホームページ 

納税方法 
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を使用して、 
納付書のバーコードを読み取ることにより納税することができます。 

主税局 HPの「AIチャットボットサービス」でも疑問にお答えします。 

詳細は 主税局 スマホ 検索 

※地方税統一 QR コード（eL-QR）のある納付書については、スマートフォン決済アプリで eL-QR を読み取ることでも納付できます。 
詳細は主税局 HP をご覧ください。 

 （QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。） 
※車検を受ける運輸支局等の窓口で自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となったため、車検時に納税証明書の提示が省略できます。 
車検用の納税証明書が必要な方は、納税の約１週間後に都税事務所等に申請してください。 

 NNEEWW 

目黒都税事務所からのお知らせ  目黒都税事務所からのお知らせ

目黒区内小学生の作品    　　 納税で　あなたが支える　日本の未来 　　
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すべてがプラスチックでできている、
一辺がおおむね 30ｃｍ未満のもの

区役所だより

目黒区内小学生の作品    　　 税金は　ぼくらをささえる　大事なお金 　　

　プラスチックは、私たちの生活を便利にしている一方、さまざまな地球規模の問題をもたらして
います。区では、これまで、シャンプーボトルや卵パックなどのプラスチック製の容器や包装は資
源、それ以外のプラスチック製品は燃やすごみとしていましたが、７月からはプラスチック製品も
資源として新たに回収し、リサイクルします。
　区はプラスチックごみの減量や二酸化炭素の発生抑制、持続可能な循環型社会の構築を目指しま
す。今後ともご協力をお願いいたします。

◆問い合わせ◆　清掃リサイクル課　03-5722-9883

７月からプラスチックの資源回収が変わります

7 月から一緒に回収するもの今までと変わらず回収するもの

このマークが
目印です

文具、おもちゃほか文具、おもちゃほか
台所用品、台所用品、

風呂・洗面用品ほか風呂・洗面用品ほか

屋外用品屋外用品

資源として回収できないもの
燃やすごみへ 粗大ごみへ

メーカー、販売店、
回収協力店等へ 薬局・医療機関へ

汚れが落ちないもの汚れが落ちないもの

ゴム・シリコン製品ゴム・シリコン製品

厚さが５ｍｍ以上あるもの厚さが５ｍｍ以上あるもの

ビデオテープやビデオテープや
カセットテープなどカセットテープなど
テープ状のものテープ状のもの

プラスチック以外のプラスチック以外の
素材が入っているもの素材が入っているもの

一辺がおおむね一辺がおおむね
30 ｃｍ以上のもの30 ｃｍ以上のもの

在宅医療用器具在宅医療用器具

燃やさないごみへ

ライター、刃物ライター、刃物

　新型コロナウイルス感染症対策の見直しに伴って、飲食店や事業所などで不要
となった感染症防止対策用のアクリル板パーティションなどは、産業廃棄物とな
るため、区では収集できません。産業廃棄物の処理業者（第三者評価機関が認定し
た優良業者）については、東京都環境局ホームページをご覧ください。

◆問い合わせ◆　目黒区清掃事務所　03-3719-5345

アクリル板パーティションなどを廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者に処分を依頼してください

（東京都環境局HP）

日用品、収納用品、日用品、収納用品、
その他その他

同じ袋で同じ袋で
回収します！回収します！

モバイルバッテリーほかモバイルバッテリーほか
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老
化
を
招
く

夏
の
疲
労

株
式
会
社
ｊ
ａ
ｓ
ｔ

会
長 

安  

田  

祥  

子

夏
越
の
祓
い

「
風
そ
よ
ぐ
　
な
ら
の
小
川
の
夕
暮

れ
は
　
み
そ
ぎ
ぞ
　
夏
の
し
る
し
な
り

け
る
―
藤
原
家
隆
」
百
人
一
首
に
も
収

録
さ
れ
て
い
る
句
で
す
。
子
供
の
頃
に

は
意
味
も
分
か
ら
ず
、
こ
の
句
の
語
感

と
リ
ズ
ム
が
大
好
き
で
口
ず
さ
ん
だ
も

の
で
し
た
。
夏
越
の
祓
と
は
旧
暦
６
月

30
日
に
半
年
分
の
心
身
の
穢
れ
や
罪
を

祓
い
清
め
る
千
年
以
上
も
続
く
行
事
で

す
。
ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま

す
が
、
蘇
民
将
来
（
素
戔
鳴
尊
）
に
由

来
し
た
行
事
で
〈
水
無
月
の
夏
越
の
祓

え
す
る
人
は
千
歳
の
命
延
ぶ
と
言
う
な

り
〉
と
唱
え
な
が
ら
大
き
な
茅
の
輪
を

８
の
字
に
く
ぐ
り
抜
け
厄
災
を
祓
い
清

め
る
の
で
す
。

医
学
が
発
展
途
上
に
あ
り
、
庶
民
に

感
染
症
や
疾
患
の
治
癒
が
難
し
か
っ
た

平
安
時
代
か
ら
続
く
行
事
で
も
あ
り
、

ま
た
、
自
戒
し
て
日
々
正
し
く
あ
ろ
う

と
し
た
日
本
人
の
心
の
在
り
方
の
一
つ

の
形
態
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
と
か
く

日
々
の
生
活
に
埋
没
し
が
ち
で
心
の
清

ら
か
さ
を
忘
れ
そ
う
な
私
た
ち
も
夏
越

の
祓
を
自
戒
の
機
会
に
し
て
も
良
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

夏
の
疲
れ
ー
自
律
神
経
系
の

乱
れ
と
老
化
の
加
速

自
立
神
経
は
昼
間
活
発
な
交
感
神
経

と
休
息
と
睡
眠
時
に
活
性
化
す
る
副
交

感
神
経
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

２
つ
の
神
経
系
が
安
定
的
に
働
い
て
く

れ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
の
身
体
は
健
や

か
に
保
た
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
夏
は

お問い合わせ　
☎０３- ６２６５- ０２６３
HP http://www.jast1.jp

ｊａｓｔ健康相談室
ｊａｓｔロイヤルクラブ
ｊａｓｔファーストクラブ

株式会社ｊａｓｔ

康
健

蒸
し
暑
く
快
適
な
睡
眠
が
と
り
に
く
い

こ
と
で
、
眠
っ
て
も
疲
れ
が
取
れ
な
い

と
感
じ
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
自
律

神
経
は
体
温
調
整
も
担
っ
て
い
ま
す
の

で
、
暑
さ
が
厳
し
く
な
る
と
当
然
負
荷

が
大
き
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
蒸
し
暑

さ
で
自
律
神
経
は
酷
使
さ
れ
、
大
量
の

活
性
酸
素
が
放
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
神

経
系
を
サ
ビ
つ
か
せ
て
機
能
低
下
を
招

き
ま
す
。

疲
労
の
蓄
積
と
老
化

疲
労
医
学
の
第
一
人
者
東
京
疲
労
・

睡
眠
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
院
長
根
本
修
身
先

生
に
よ
れ
ば
、
疲
労
は
活
性
酸
素
に

よ
っ
て
脳
の
神
経
細
胞
が
一
時
的
に
サ

ビ
つ
い
て
自
律
神
経
機
能
が
低
下
し
た

状
態
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
サ
ビ
が
元
に

戻
ら
な
く
な
っ
た
状
態
が
老
化
で
、
疲

労
が
解
消
さ
れ
ず
に
蓄
積
し
て
い
く
と

老
化
を
促
す
こ
と
に
も
な
る
と
の
こ
と

で
す
。

自
律
神
経
の
機
能
は
20
代
か
ら
低
下

し
て
、
40
代
で
は
20
代
の
約
半
分
、
60

代
で
は
１
／
４
以
下
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。
運
動
を
す
る
と
疲
れ
を
感
じ

ま
す
が
、
筋
肉
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
は
殆
ど

な
い
そ
う
で
、
実
は
脳
の
自
律
神
経
中

枢
の
疲
労
だ
そ
う
で
す
。
私
た
ち
は
ど

う
や
ら
自
律
神
経
の
疲
れ
を
身
体
の
疲

れ
と
錯
覚
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
疲
労

感
は
自
立
神
経
が
酷
使
さ
れ
て
こ
れ
以

上
は
働
き
た
く
な
い
と
警
告
を
発
し
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
疲
労
感
を

無
視
し
続
け
る
と
、
最
悪
突
然
死
な
ど

の
ケ
ー
ス
も
あ
る
そ
う
で
す
。

で
は
、
疲
労
の
解
消
に
最
適
な
こ
と

は
何
で
し
ょ
う
。
や
は
り
一
番
は
良
質

の
睡
眠
だ
そ
う
で
す
。

栄
養
ド
リ
ン
ク
や
ア
ル

コ
ー
ル
、
熱
い
お
風
呂
、

休
日
に
は
必
ず
運
動
な

ど
は
疲
労
解
消
法
と
し

て
は
誤
解
で
、
む
し
ろ

疲
労
の
悪
化
に
繋
が
る

と
の
こ
と
で
す
。

疲
労
を
感
じ
ず
、
暑

い
夏
を
乗
り
切
る
に
は

室
温
を
ご
自
身
が
快
適

と
感
じ
る
温
度
に
し

て
、
早
め
に
Ｐ
Ｃ
な
ど

を
切
っ
て
ゆ
っ
く
り
と

お
休
み
く
だ
さ
い
。

目黒区内小学生の作品    　　 考えよう　税金払う　大切さ 　　
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9 目黒区内小学生の作品    　　 税を知り　これからの未来　支えていこう 　　

○�

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
従

業
員
・
企
業
・
他
の
顧
客
等
へ
の
影
響

従
業
員
へ
の
影
響    　
　
　
　
　
　
　
　

・�

業
務
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
低
下

・�

健
康
不
良
（
頭
痛
、
睡
眠
不
良
、
精
神

疾
患
、
耳
鳴
り　

等
）

・�

現
場
対
応
へ
の
恐
怖
、
苦
痛
に
よ
る
従

業
員
の
配
置
転
換
、
休
職
、
退
職

�

企
業
へ
の
影
響    　
　
　
　
　
　
　
　
　

・�

時
間
の
浪
費
（
ク
レ
ー
ム
へ
の
現
場
で

の
対
応
、
電
話
対
応
、
謝
罪
訪
問
、
社

内
で
の
対
応
方
法
の
検
討
、
弁
護
士
へ

の
相
談　

等
）

・�
業
務
上
の
支
障
（
顧
客
対
応
に
よ
っ
て

他
業
務
が
行
え
な
い　

等
）

・�

人
員
確
保
（
従
業
員
離
職
に
伴
う
従
業

員
の
新
規
採
用
、
教
育
コ
ス
ト　

等
）

・�

金
銭
的
損
失
（
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
の
値

下
げ
、
慰
謝
料
要
求
へ
の
対
応
、
代
替

品
の
提
供　

等
）

・�

店
舗
、
企
業
に
対
す
る
他
の
顧
客
等
の

ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の
低
下

他
の
顧
客
等
へ
の
影
響    　
　
　
　
　
　

・�

来
店
す
る
他
の
顧
客
の
利
用
環
境
、
雰

囲
気
の
悪
化

・�

業
務
遅
滞
に
よ
っ
て
他
の
顧
客
等
が

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い　

等

○
行
為
別
に
対
応
例
を
準
備
し
て
お
く

　

パ
ワ
ハ
ラ
や
セ
ク
ハ
ラ
は
社
員
教
育
が

主
な
対
応
に
な
り
ま
す
が
、
カ
ス
ハ
ラ
は

そ
れ
に
く
ら
べ
て
顧
客
が
対
象
に
な
る
た

め
工
夫
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
自
社
の
業
務

形
態
や
対
応
体
制
な
ど
の
状
況
に
あ
わ
せ

て
、
ど
う
い
う
場
合
に
ど
う
対
応
す
る
の

か
、
あ
ら
か
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
想
定
を
し

て
対
応
方
法
例
を
準
備
し
て
お
く
と
、
現

場
の
従
業
員
が
慌
て
ず
適
切
な
対
応
を
と

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

顧
客
の
行
為
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー

ン
が
あ
り
ま
す
。
厚
生
労
働
省
で
は
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
別
に
対
応
例
を
示
し
て

い
ま
す
。
抜
粋
し
て
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

１ 

時
間
拘
束
型

●�

長
時
間
に
わ
た
り
、
顧
客
等
が
従
業
員

を
拘
束
す
る
。
居
座
り
を
す
る
、
長
時

間
、
電
話
を
続
け
る
。

【
対
応
例
】
対
応
で
き
な
い
理
由
を
説
明

し
、
応
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
告

げ
る
等
の
対
応
を
行
っ
た
後
、
膠
着
状
態

に
至
っ
て
か
ら
一
定
時
間
を
超
え
る
場
合
、

お
引
き
取
り
を
願
う
、
ま
た
は
電
話
を
切

る
。
複
数
回
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
場
合

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
対
応
で
き
る
時
間
を

伝
え
て
、
そ
れ
以
上
に
長
い
対
応
は
し
な

い
。
現
場
対
応
に
お
い
て
は
、
顧
客
等
が

帰
ら
な
い
場
合
に
は
、
毅
然
と
し
た
態
度

で
退
去
を
求
め
る
。
状
況
に
応
じ
て
、
弁

護
士
へ
の
相
談
や
警
察
へ
の
通
報
等
を
検

討
す
る
。

２ 

リ
ピ
ー
ト
型

●��

理
不
尽
な
要
望
に
つ
い

て
、
繰
り
返
し
電
話
で
問

い
合
わ
せ
を
す
る
、
ま
た

は
面
会
を
求
め
て
く
る
。

【
対
応
例
】
連
絡
先
を
取
得
し
、
繰
り
返

し
不
合
理
な
問
い
合
わ
せ
が
く
れ
ば
注

意
し
、
次
回
は
対
応
で
き
な
い
旨
を
伝
え

る
。
そ
れ
で
も
繰
り
返
し
連
絡
が
来
る
場

合
、
リ
ス
ト
化
し
て
通
話
内
容
を
記
録
し
、

窓
口
を
一
本
化
し
て
、
今
後
同
様
の
問
い

合
わ
せ
を
止
め
る
よ
う
に
伝
え
て
毅
然
と

対
応
す
る
。
状
況
に
応
じ
て
、
弁
護
士
や

警
察
へ
の
相
談
等
を
検
討
す
る
。

３ 

暴
言
型

●�

大
き
な
怒
鳴
り
声
を
あ
げ
る
、
「
馬

鹿
」
と
い
っ
た
侮
辱
的
発
言
、
人
格
の

否
定
や
名
誉
を
棄
損
す
る
発
言
を
す
る
。

【
対
応
例
】
大
声
を
張
り
上
げ
る
行
為
は
、

周
囲
の
迷
惑
と
な
る
た
め
、
や
め
る
よ

う
に
求
め
る
。
侮
辱
的
発
言
や
名
誉
棄
損
、

人
格
を
否
定
す
る
発
言
に
関
し
て
は
、
後

で
事
実
確
認
が
で
き
る
よ
う
録
音
し
、
程

度
が
ひ
ど
い
場
合
に
は
退
去
を
求
め
る
。

４ 

暴
力
型

●�

殴
る
、
蹴
る
、
た
た
く
、
物
を
投
げ
つ

け
る
、
わ
ざ
と
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
等
の

行
為
を
行
う
。

【
対
応
例
】
行
為
者
か
ら
危
害
が
加
え
ら

れ
な
い
よ
う
一
定
の
距
離
を
保
つ
等
、
対

応
者
の
安
全
確
保
を
優
先
す
る
。

　

ま
た
、
警
備
員
等
と
連
携
を
取
り
な
が

ら
、
複
数
名
で
対
応
し
、
直
ち
に
警
察
に

通
報
す
る
。

５ 

威
嚇
・
脅
迫
型

●�

「
殺
さ
れ
た
い
の
か
」
と
い
っ
た
脅
迫

しつこいクレームや暴言には
どう対応する？

　近年、顧客からの悪質なクレームなど「カスタマーハラスメント
（カスハラ）」が社会問題となっています。そのため、現在企業には防
止措置が努力義務となっています。顧客からの暴言や脅迫などによっ
て精神的に追い詰められ休職や退職に至るケースもあり、企業は労働
者をどう守って行くか対策を講じておく必要があると言えます。

カスハラから

社員を守る
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  10切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員

令和 4 年度　社会貢献事業ご協力企業（令和 4年４月～令和 5年３月）

使用済切手、書き損じはがき等回収で協力いただいた方々（五十音順・敬称略）

㈱青木工務店 クラッカースタジオ㈱ 目黒信用金庫本店
㈱石福 ㈱光運社 目黒信用金庫本部
㈲漆原商店 ㈲鈴木瓦店 めぐろ童謡コンサート関係者

及び入場者の方々㈱エフケイ自由が丘支社 洗足駅周辺の方々
小川エステート㈱ 高橋和美 ㈲モリドー企画
菊屋たばこ店 藤井圭一 やまう㈱
㈱北川商会 堀井商事㈱ Rouble
協栄興業㈱ ㈲みずほ開発設計社

上記以外、事務局に匿名でご寄付いただいた方々にも感謝いたします。ご提供いただいた方で、もし
上記に記載漏れのあった方がいらっしゃいましたら深くお詫び申し上げます。
　法人会では古切手、使用済み切手、書き損じはがき等を集めています。少量でも構いません。
事務局にお持ちいただくか郵送、また、お電話いただければ受取りにお伺いいたします。
　使用済み切手等は目黒区社会福祉協議会のめぐろボランティア・区民活動センターに集められ、区内
のボランティアグループや老人クラブの手で整理されて、最終的に車いす購入等ボランティア事業の資
材購入のために利用されます。
　令和 4年度は総重量 7.85kg の古切手、使用済切手、書き損じはがき等をご協力いただきました。

的
な
発
言
を
す
る
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
つ
な

が
り
を
ほ
の
め
か
す
、
異
常
に
接
近
す
る
等
と

い
っ
た
、
従
業
員
を
怖
が
ら
せ
る
よ
う
な
行
為

を
と
る
。
ま
た
は
、「
対
応
し
な
け
れ
ば
株
主
総

会
で
糾
弾
す
る
」
、「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
あ
げ
る
、
口
コ

ミ
で
悪
く
評
価
す
る
」
等
と
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー

ジ
を
下
げ
る
よ
う
な
脅
し
を
か
け
る
。

【
対
応
例
】
複
数
名
で
対
応
し
、
警
備
員
等
と
連

携
を
取
り
な
が
ら
対
応
者
の
安
全
確
保
を
優
先
す

る
。
ま
た
、
状
況
に
応
じ
て
、
弁
護
士
へ
の
相
談

や
警
察
へ
の
通
報
等
を
検
討
す
る
。
ブ
ラ
ン
ド
イ

メ
ー
ジ
を
下
げ
る
よ
う
な
脅
し
を
か
け
る
発
言
を

受
け
た
場
合
に
も
毅
然
と
対
応
し
、
退
去
を
求
め

る
。

６ 

権
威
型

●�

正
当
な
理
由
な
く
、
権
威
を
振
り
か
ざ
し
要
求

を
通
そ
う
と
す
る
、
お
断
り
を
し
て
も
執
拗
に

特
別
扱
い
を
要
求
す
る
。
ま
た
は
、
文
書
等
で

の
謝
罪
や
土
下
座
を
強
要
す
る
。

【
対
応
例
】
不
用
意
な
発
言
は
せ
ず
、
対
応
を
上

位
者
と
交
代
す
る
。
要
求
に
は
応
じ
な
い
。

７ 

店
舗
外
拘
束
型

●�

ク
レ
ー
ム
の
詳
細
が
分
か
ら
な
い
状
態
で
、
職

場
外
で
あ
る
顧
客
等
の
自
宅
や
特
定
の
喫
茶
店

な
ど
に
呼
び
つ
け
る
。

【
対
応
例
】
基
本
的
に
は
単
独
で
の
対
応
を
行
わ

ず
、
ク
レ
ー
ム
の
詳
細
を
確
認
し
た
上
で
、
対
応

を
検
討
す
る
。
対
応
の
検
討
の
た
め
に
、
事
前
に

返
金
等
に
対
す
る
一
定
の
金
額
基
準
、
時
間
、
距

離
、
購
入
か
ら
の
期
間
な
ど
の
制
限
な
ど
に
つ
い

て
基
準
を
設
け
て
お
く
。
店
外
で
対
応
す
る
場
合

は
、
公
共
性
の
高
い
場
所
を
指
定
す
る
。
納
得
さ

れ
ず
従
業
員
を
返
さ
な
い
と
い
う
事
態
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
弁
護
士
へ
の
相
談
や
警
察
へ
の
通
報

等
を
検
討
す
る
。

８ �

Ｓ
Ｎ
Ｓ
／

　

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
中
傷

●�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
名
誉
を
棄
損
す

る
、
ま
た
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す

る
情
報
を
掲
載
す
る
。

【
対
応
例
】
掲
示
板
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
被
害
に
つ
い

て
は
、
掲
載
先
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
運
営
者

(

管
理
者)

に
削
除
を
求
め
る
。
投
稿
者
に
対
し
て

損
害
賠
償
等
を
請
求
し
た
い
場
合
は
、
必
要
に
応

じ
て
弁
護
士
に
相
談
し
つ
つ
、
発
信
者
情
報
の
開

示
を
請
求
す
る
。
名
誉
棄
損
等
に
つ
い
て
、
投
稿

者
の
処
罰
を
望
む
場
合
に
は
弁
護
士
や
警
察
へ
の

相
談
等
を
検
討
す
る
。
解
決
策
や
削
除
の
求
め
方

が
分
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
法
務
局
や
違
法
・
有

害
情
報
相
談
セ
ン
タ
ー
、
「
誹
謗
中
傷
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
」(
セ
ー
フ
ァ
ー
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
協
会)

に

相
談
す
る
。

９ 

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
型

●�

従
業
員
の
身
体
に
触
る
、
待
ち
伏
せ
す
る
、
つ

き
ま
と
う
等
の
性
的
な
行
動
、
食
事
や
デ
ー
ト

に
執
拗
に
誘
う
、
性
的
な
冗
談
と
い
っ
た
性
的

な
内
容
の
発
言
を
行
う
。

【
対
応
例
】
性
的
な
言
動
に
対
し
て
は
、
録
音
・

録
画
に
よ
る
証
拠
を
残
し
、
被
害
者
及
び
加
害
者

に
事
実
確
認
を
行
い
、
加
害
者
に
は
警
告
を
行
う
。

執
拗
な
つ
き
ま
と
い
、
待
ち
伏
せ
に
対
し
て
は
、

施
設
へ
の
出
入
り
禁
止
を
伝
え
、
そ
れ
で
も
繰
り

返
す
場
合
に
は
、
弁
護
士
へ
の
相
談
や
警
察
へ
の

通
報
等
を
検
討
す
る
。
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